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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第６部門第３区分
【発行日】平成22年4月30日(2010.4.30)

【公表番号】特表2006-507575(P2006-507575A)
【公表日】平成18年3月2日(2006.3.2)
【年通号数】公開・登録公報2006-009
【出願番号】特願2004-552218(P2004-552218)
【国際特許分類】
   Ｇ０６Ｆ  11/36     (2006.01)
【ＦＩ】
   Ｇ０６Ｆ   9/06    ６２０Ｍ

【誤訳訂正書】
【提出日】平成22年3月12日(2010.3.12)
【誤訳訂正１】
【訂正対象書類名】特許請求の範囲
【訂正対象項目名】全文
【訂正方法】変更
【訂正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　カスタムイメージに従って組み立てられるべき情報ハンドリングシステムのためのカス
タムオーダに関連付けられたカスタムイメージを受信するように動作可能なオーダエンジ
ンと、
　前記オーダエンジンとのインターフェイスであって、前記カスタムイメージを解析して
、前記カスタムイメージを生成した情報ハンドリングシステムハードウェアコンフィグレ
ーションを決定して、決定されたハードウェアコンフィグレーションがカスタムオーダハ
ードウェアコンフィグレーションと互換性があることを確認し、前記決定されたハードウ
ェアコンフィグレーションがカスタムオーダハードウェアコンフィグレーションと互換性
があることが確認された場合に、製造情報ハンドリングシステムへ書き込まれる製造イメ
ージを生成するように動作可能な解析エンジンと、
　前記解析エンジンとのインターフェイスであって、製造イメージをオーダされた情報ハ
ンドリングシステムへコピーするように動作可能な書き込みラックと
を具備するカスタムイメージに従ったカスタムオーダ情報ハンドリングシステムを製造す
るためのシステム。
【請求項２】
　前記オーダエンジンは、ディスクドライブ上に格納されたカスタムイメージの保全を行
なう動作可能なイメージ保全モジュールをさらに有する請求項１記載のシステム。
【請求項３】
　前記オーダエンジンは、顧客のオーダから製造イメージのためのカスタマイゼーション
レベルを設定するように動作可能なカスタマイゼーションモジュールをさらに有する請求
項１記載のシステム。
【請求項４】
　前記解析エンジンは、カスタマイゼーション設定を製造イメージレジストリに設定する
ように動作可能なカスタマイゼーション設定モジュールをさらに具備する請求項３記載の
システム。
【請求項５】
　前記解析エンジンは、書き込みラックにおける製造イメージカスタマイゼーションのた
めの製造スクリプトを生成するように動作可能な製造スクリプトモジュールをさらに具備
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する請求項４記載のシステム。
【請求項６】
　前記解析エンジンは、さらに、カスタムイメージを解析し、前記決定されたハードウェ
アコンフィグレーションのためにカスタムイメージが誤りコンフィグレーションであった
かを決定するように動作可能である請求項１記載のシステム。
【請求項７】
　前記解析エンジンは、ウイルスのためにイメージをスキャンすることができるように動
作可能なウイルスモジュールをさらに具備する請求項１記載のシステム。
【請求項８】
　カスタムイメージにしたがって組み立てられるべき情報ハンドリングシステムのための
カスタムオーダに関連付けれられたカスタムイメージを受信し、
　前記カスタムイメージを解析して、前記イメージを生成した情報ハンドリングシステム
ハードウェアコンフィグレーションを決定し、
　前記決定されたハードウェアコンフィグレーションはカスタムイメージ情報ハンドリン
グシステムのハードウェアコンフィグレーションと互換性があることを確認することを含
むカスタムイメージ情報の自動処理方法。
【請求項９】
　カスタムイメージを受信することは、カスタムイメージを有するハードディスクドライ
ブとオーダエンジンとをインターフェイスすることを含み、前記カスタムイメージは情報
ハンドリングシステム上で作成される請求項８記載の方法。
【請求項１０】
　カスタムイメージとともにカスタム情報を受信し、
　カスタマイゼーション情報に基づいて、カスタムイメージのためのカスタマイゼーショ
ンレベルを設定することをさらに含む請求項８記載の方法。
【請求項１１】
　カスタマイゼーションレベルを設定することは、カスタマイゼーション設定をイメージ
レジストリにロードすることをさらに含む請求項１０記載の方法。
【請求項１２】
　解析することは、イメージを生成した情報ハンドリングシステムハードウェアコンフィ
グレーションを解析し、いくつかのカスタムイメージに関連付けられた誤りコンフィグレ
ーションを決定することをさらに含む請求項８記載の方法。
【請求項１３】
　製造カスタマイゼーションスクリプトを生成し、製造された情報ハンドリングシステム
のカスタマイゼーションを実行することを含む請求項８記載の方法。
【請求項１４】
　製造ワークフロープロセスにおけるカスタム情報ハンドリングシステムを製造するため
のカスタムイメージ処理のための情報ハンドリングシステムにおいて、
　カスタムオーダを満たすために情報ハンドリングシステム上に書き込むためのカスタム
イメージを受信するように動作可能なオーダエンジンと、
　前記オーダエンジンとのインターフェイスであって、製造イメージ及びカスタマイゼー
ションスクリプトを自動的に生成し、カスタムイメージを有する情報ハンドリングシステ
ムの製造を製造ワークフロープロセスに統合するするように動作可能な解析エンジンとを
具備する情報ハンドリングシステム。
【請求項１５】
　前記オーダエンジンは、ハードディスクドライブからのカスタムイメージを受信するよ
うに動作可能であり、前記オーダエンジンは前記ハードディスクドライブに格納されたカ
スタムイメージの保全を行なうイメージ保全モジュールをさらに具備する請求項１４記載
の情報ハンドリングシステム。
【請求項１６】
　前記解析エンジンは、カスタムイメージを生成した情報ハンドリングシステムのベース
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ハードウェアコンフィグレーションを決定するように動作可能なコンフィグレーションモ
ジュールをさらに具備する請求項１４記載の情報ハンドリングシステム。
【請求項１７】
　前記コンフィグレーションモジュールは、さらにレジストリの設定が前記ハードウェア
ベースと一致しないいくつかの誤りコンフィグレーションを識別するためにオペレーティ
ングシステムレジストリ設定に対してベースハードウェアコンフィグレーションを比較を
するように動作可能である請求項１６記載の情報ハンドリングシステム。
【請求項１８】
　前記解析エンジンは、前記決定されたベースハードウェアコンフィグレーションとオー
ダされた情報ハンドリングシステムハードウェアコンフィグレーションとを比較するよう
に動作可能な確認モジュールをさらに具備する請求項１６記載の情報ハンドリングシステ
ム。
【請求項１９】
　前記解析エンジンは、ウイルスのためにカスタムイメージをスキャンするように動作可
能なウィルスモジュールをさらに具備する請求項１６記載の情報ハンドリングシステム。
【請求項２０】
　前記解析エンジンは、書き込みラックとインターフェイスし、製造イメージ及びカスタ
マイゼーションスクリプトを情報ハンドリングシステムの製造のための書き込みラックに
カスタムイメージとともにさらに伝送するように動作可能である請求項１９記載の情報ハ
ンドリングシステム。
【誤訳訂正２】
【訂正対象書類名】明細書
【訂正対象項目名】０００６
【訂正方法】変更
【訂正の内容】
【０００６】
　本発明によれば、方法及びシステムが設けられ、これらは実質的に情報ハンドリングシ
ステムの製造において使用されるカスタムイメージの準備のための以前の方法及びシステ
ムに関連する欠点及び問題を低減する。解析エンジンは、自動的に製造イメージ及びカス
タマイゼーションスクリプトを生成し、カスタムイメージを持つ情報ハンドリングシステ
ムの製造を製造ワークフロープロセスに統合する。解析エンジンは、イメージを解析する
ことにより、カスタムイメージハードウェアコンフィグレーションベースを決定し、決定
されたベースをオーダされた情報ハンドリングに対して比較して、製造のためのカスタム
イメージを確認する。
【誤訳訂正３】
【訂正対象書類名】明細書
【訂正対象項目名】００１４
【訂正方法】変更
【訂正の内容】
【００１４】
　確認されたイメージは、カスタマイゼーション設定モジュール３２に対してカスタマイ
ズされた製造のために準備される。カスタマイゼーション設定モジュール３２は、カスタ
マイゼーションモジュール２２によって決定されたカスタマイゼーション設定をオペレー
ティングシステムレジストリに入れるように、適切なカスタマイゼーションレベルをイメ
ージに設定する。ウイルスモジュール３４は、製造イメージが生成される以前に、カスタ
マイズされたイメージのウイルスのための検査をする。製造モジュール３６及び製造スク
リプトモジュール３８は、次に、確認されたイメージ及びカスタマイゼーションレベルを
使用して製造イメージ及び情報ハンドリングシステムの製造のための製造スクリプトを生
成する。例えば、製造モジュール３６は書き込みラック４０上で使用される電力探索イメ
ージを生成し、製造スクリプトモジュール３８は、書き込みラック４０にカスタム情報ハ
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ンドリングシステム４２に書き込まれたイメージをロードすることを指示する製造スクリ
プトを生成する。この製造イメージ及び製造スクリプトは、書き込みラック４０と関連付
けられてサーバにダウンロードされ、カスタムオーダ情報ハンドリングシステム４２がオ
ーダ１８を満たすように製造されたときに呼び出される。製造イメージを含む情報ハンド
リングシステムの種々のオーダ量のための顧客オーダは、カスタムイメージを特定する顧
客から異なるオーダが工場にくるにつれて終了する。
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